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令和８年度 公益財団法人結城市文化・スポーツ振興事業団事業計画書

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

●はじめに

当事業団は、平成25年４月１日付けで公益財団法人として茨城県の認定を受け、今年度は公益財団法人

結城市文化・スポーツ振興事業団として14年目を迎えることとなります。

現在、「結城市民情報センター・ゆうき図書館」、「結城市民文化センター」、「結城市鹿窪運動公園

施設」の３施設を指定管理者として管理運営しており、３施設ともに、令和７年度が指定管理期間の最終

年度でございましたが、結城市議会令和７年第４回定例会において、令和８年度から「結城市民情報セン

ター・ゆうき図書館」及び「結城市民文化センター」の指定管理者として決定されました。

各施設の指定管理期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間です。

また、「結城市民文化センター」は令和７年度から天井等改修工事が実施されており、現在は全館休館

となっております。休館期間は令和７年４月１日から令和８年３月31日までの予定でございましたが、天

井等改修工事の予定変更に伴い、令和８年８月31日まで休館期間が延長となりました。なお、工事後の開

館は令和８年秋以降を予定しています。

今後も、市と連携を図りながら創意工夫を重ね、事業団の設立趣意に則り、市民が安全で快適に利用で

きる施設の管理運営と、市民ニーズを反映した魅力的な事業を展開してまいります。
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●基本方針

１．定款による事業の目的（第３条関係）

管理運営している施設を効果的に活用し、教育、文化及びスポーツ諸事業を推進し、結城市民の創造的

な文化活動の育成とスポーツの振興を図り、もって市民文化の振興と市民の健康増進に寄与する事業を

行います。

２．定款に定める事業（第４条関係）

（１）文化・スポーツ施設及び図書館等の公共施設の管理運営事業

（２）地域の教育・文化・スポーツの振興及び育成事業

（３）地域の教育・文化・スポーツに関する情報等の収集・提供事業

（４）児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

●事業内容

・公１ 結城市民情報センターにおける文化芸術振興事業

・公２ 結城市民文化センターにおける文化芸術振興事業

・収１ 文化・スポーツ振興事業外の施設の貸与、駐車場、

テナント貸出、広告掲載、自動販売機設置等の公益

目的外の事業

公益財団法人結城市文化・

スポーツ振興事業団

公益目的事業

収益事業
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【公益目的事業】

Ⅰ．結城市民情報センターにおける文化芸術振興事業（公１）

１．結城市民情報センター施設の貸与

結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に基づき、文化芸術の振興

に資するべく、公益目的のための施設及び設備の提供、また、施設の維持管理業務を行います。

２．文化事業の開催

市民の創造的な文化活動の育成と市民文化の振興に寄与すべく、下記の事業を開催します。

（１） 主催事業

開催期日 開催場所 事 業 名

１ 令和８年５月１０日（日）

み ゆ き 広 場

エントランスホール

マルチスペース

開館記念日イベント

「第９回キッズわいわいフェスティバル」

２ 令和８年８月１３日（木） 鹿 窪 野 球 場 ペルセウス座流星群観望会

３ 令和８年８月１８日（火） 多 目 的 ホ ー ル
カメラレンズ工作教室（小学生対象）

協力：キヤノンオプトロン（株）

４ 1 1 月 ～ 1 月 開 催
天 体 ド ー ム

図 書 館

結城市内小学４年生対象

「天体教室＆図書館見学会」

５ 令和８年１２月１３日（日） 鹿 窪 野 球 場 ふたご座流星群観望会

６ ２ 月 開 催 予 定 マルチスペース
天体写真展

「コズミックフォトギャラリー2027」

７ 開 催 日 調 整 中 会 議 室 （仮称）天体工作教室

８ 開 催 日 調 整 中 多 目 的 ホ ー ル
ワークショップ

（仮称）おもてなしバルーン講座

９ 開 催 日 調 整 中 会 議 室
ワークショップ

紬生地を使った小物づくり
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３．図書館運営

児童又は青少年の健全な育成と地域社会の発展に寄与することを目的に、教育及び文化の情報拠点

として、図書館サービスの充実を図るとともに、市民の生涯学習活動の場として、資料の貸し出し等

の図書館運営を行います。資料の収集・保存・提供のほか、読書通帳発行、職場体験や施設見学の受

け入れなどを積極的に行い、利用者の拡大を図ります。

（１）主催事業

（２）共催事業

開催期日 開催場所 事 業 名

１ ４月～５月開催予定 図 書 館
図書館へ行こう！

～春は図書館振興の季節～

２ ５月・11 月開催予定 図 書 館 最初の読者になりませんか？

３ ７ 月 開 催 予 定 図 書 館 七夕イベント

４ 令和８年８月 5 日（水）・６日（木）
図 書 館

ス ペ ー ス Ｂ
としょかんたんけんツアー

５ 令和８年８月 20日（木）～21日（金） 多 目 的 ホ ー ル 子ども司書養成講座

６ 1 0 月 開 催 予 定 図 書 館 みんなで図書館を飾ろう！

７ １ 月 開 催 予 定 図 書 館
ゆうき図書館本の福袋

「子ども向け」「大人向け」

８ 開 催 日 調 整 中 多 目 的 ホ ー ル （仮）新川和江詩碑除幕関連イベント

９ 開 催 日 調 整 中 図 書 館

図書館利用促進事業（案）

「雑誌を借りて付録を当てよう」

「サイコロで読書」など

10
通 年 度

(月１回の５ヶ月児健診時に実施)
健康増進センター ブックスタート

開催期日 開催場所 事 業 名

１ 開 催 日 調 整 中
多 目 的 ホ ー ル

図 書 館
新川和江顕彰事業

２ 開 催 日 調 整 中 未 定
茨城県立図書館出前事業

※新年度事業申請予定
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Ⅱ．結城市民文化センターにおける文化芸術振興事業（公２）

１．結城市民文化センター施設の貸与

結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に基づき、文化芸術の振興

に資するべく、公益目的のための施設及び設備の提供、また、施設の維持管理業務を行います。

また、市民文化センターは、令和７年度から天井等改修工事を実施しております。工事期間中は全

館休館となるため、期間中の施設利用は停止となります。なお、天井等改修工事の予定変更に伴い、

令和８年８月31日まで休館期間が延長となりました。工事後の開館は、令和８年秋以降を予定してい

ます。

２．文化事業の開催

市民の創造的な文化活動の育成と市民文化の振興に寄与すべく、下記の事業を開催します。

（１） 主催事業

※１～４は「ゆうき音楽文化振興プロジェクト事業」、５～７は「アクロスリニューアルオープン記念事業」で

ある。

※年度内の共催事業の受け入れは、公演内容や主催事業との兼ね合い、また競合状況を精査した上で、時期的

な開催が可能であれば検討する。

開催期日 開催場所 事 業 名

１

６月～８月で日程調整中

石島建設プラネットホール・

ゆうき図書館３階会議室
フルートワークショップ

２
石島建設プラネットホール・

ゆうき図書館３階会議室
弦楽器体験教室

３
令和８年９月28日（月）

～10月1日 (木）
市内小中学校 12校 市内小中学校音楽鑑賞教室

４

令和８年11月～

令和９年３月で日程調整中

結城市役所１階

多目的スペース
ランチタイムコンサート

５ 大ホール 東京室内管弦楽団ファミリーコンサート

６ 小ホール 市民健康づくりセミナー「音楽と健康」

７ 小ホール 宇宙に関する講演会
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【収益事業】

Ⅰ．文化・スポーツ振興事業外の施設の貸与、駐車場、テナント貸出、広告掲載、自動販売機設置等の

公益目的外の事業（収１）

１．公益目的事業に該当しない施設の貸与

各施設の設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に基づき、文化及びスポーツ活動に関する

公益目的以外のための、施設及び設備の提供を行います。施設利用者に対するサービスを一層充実さ

せ、施設稼働率の向上と利用者の満足度の向上に努めます。また、施設の機能を十分にアピールし、

リピーターの確保、新たな利用者の獲得及び公益目的事業の財源確保に努めます。

２．駐車場の管理（結城市民情報センター）

結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に基づき、駐車場の提供を

行います。３時間を超える駐車を有料にすることで、駐車料金徴収による収益を見込んでいます。

３．テナント施設の貸出（結城市民情報センター）

結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例、同条例施行規則及び結城市との協議に基づ

き、テナント施設の貸出を行います。リーズナブルな価格設定による飲食物等を提供することで、幅

広い年齢層の利用者ニーズに応えるとともに、公益目的事業の財源確保に努めます。

４．「月刊アクロス情報誌」及び「事業団管理施設ホームページ」等への広告掲載

公益財団法人結城市文化・スポーツ振興事業団広告掲載取扱要項に基づき、広告掲載を通して、適切

な情報を提供するとともに、広告掲載料徴収による収益を見込んでいます。

５．自動販売機の設置

利便提供のため、各施設に飲料等の自動販売機を設置し、販売手数料としての収益を見込んでいます。
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●本部の運営

１．評議員会及び理事会の開催

２．結城市から指定管理を受けた各施設及び結城市との緊密な連絡調整

【指定管理施設の状況】

（１）結城市民情報センター（ゆうき図書館を含む。）

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで５年間

※５期目（図書館と一体化した指定管理では３期目）

（２）結城市民文化センター

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで５年間

※５期目

３．情報の開示

定款、役員名簿、事業計画書、収支予算書類、事業報告書、決算書類、諸規程等

４．職員研修の実施

（１）各種文化事業及び公益法人会計研修会等への参加

（２）茨城県公立文化施設協議会主催による研修会への参加（結城市民文化センター）

（３）茨城県図書館協会及び茨城県西地区図書館奉仕研究協議会主催の研修会への参加（ゆうき図書

館）

（４）結城市主催による職員研修への参加

５．広報活動の実施

（１）結城市民文化センターを中心とした２管理施設の「月刊アクロス情報誌」の刊行（19,000部）

（２）管理施設のインターネットホームページ、フェイスブック、Ｘ（旧ツイッター）の作成及び更新

６．その他

（１）結城市役所のグループウェア「デスクネッツ」導入による市と事業団との情報の共有化


